
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Keihin Corporation

最終更新日：2016年6月30日
株式会社ケーヒン

取締役社長 横田 千年

問合せ先：総務部本社総務課 TEL03-3345-3411

証券コード：7251

http://www.keihin-corp.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、ケーヒンフィロソフィーの基本理念に基づき、社会、お客様、取引先様、株主様と私たちが喜びを分かちあい、社是「常に新しい価値を創
造し、人類の未来に貢献する」の実現を目指しています。 
　ステークホルダーのみなさまに共感と信頼を得られる企業でありつづけるとともに、持続的な成長と中長期の企業価値の向上を図るために、
コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことを、経営の最重要課題の一つと考えております。 
 
<基本方針>　 
　当社は、基本的な考え方にもとづき、以下のとおり取り組みます。 
 
　取締役会は、自動車産業における豊富な経験を有する社内取締役に加え、中立的・客観的な立場で豊富な経験と高い見識を有する独立社外
取締役を置き、経営の方針その他経営に関わる重要な意思決定、内部統制システムの整備および経営陣・取締役の監督を行います。 
　また、社外監査役を含む監査役にて構成される監査役会を設置しており、監査役は、豊富な経験と高い見識を有し、広範かつ専門的な視野を
もって、独立公正な立場で、業務執行に対する監督・監査を行います。  
　さらには執行役員制度の導入により経営の監督と執行の役割を分化し、意思決定の迅速化・効率化を図るなど、株主の負託に沿えるよう会社
の持続的な成長と中長期の企業価値の向上にむけた健全かつ透明で実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築・取り組みを行います。 
　また、当社への適切な理解を得られるよう、株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまに、経営情報だけではなく、ＣＳＲなどの非
財務情報を含めた幅広い情報を迅速、正確かつ公平に開示していくことに努めるほか、株主・投資家との建設的な対話に対する体制や株主の平
等性や権利行使のための適切な環境整備に努めます。 
　このような方針のもと、「コンプライアンス」、「地球の環境保全」、「社会とのコミュニケーション」等のあり方を行動規範として定めた「わたしたちの
行動宣言」を世界中で働くケーヒングループの仲間一人ひとりが共有し、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼をより確かなものとする
よう日々取り組んでまいります。 
 
　「わたしたちの行動宣言」は当社ウェブサイトをご参照ください。 
　　http://www.keihin-corp.co.jp/company/declaration.html 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　コーポレートガバナンス・コードの各原則につきまして、全て実施しております。 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式に関する方針、政策保有株式の議決権行使基準 
　当社は、中長期的な観点から、取引関係・事業戦略など当社の事業運営に資する取引先等との取引・協業関係の構築・維持・強化など円滑化
のために、他社の株式を取得・保有する場合があります。 
　保有後は、主要な政策保有株式について、取締役会で定期的に保有の必要性を検証します。 
　当社は、保有株式の議決権行使にあたっては、当該会社の各議案を株式保有の趣旨に鑑みて、適切に議決権を行使します。 
 
【原則1-7】関連当事者間取引についての適切な手続の枠組み 
　当社は、役員との間で会社法に定める利益相反取引を行う場合は、取締役会での決議および報告を要する旨を取締役会規程に定め、監視を
行っております。 
　なお、主要株主等との取引条件については、個別の営業取引について、市場価格、総原価を勘案して、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様
に決定するほか、取締役会規程に定める取引については、取締役会で決議を行っております。 
 
【原則3-1】情報開示の充実 
（i）経営理念・経営戦略・経営計画 
　「ケーヒンフィロソフィー」、「2020年ビジョン」および「第12次中期経営計画」については、当社ウェブサイトに掲載しております。 
　　　・経営理念（ケーヒンフィロソフィー） 
　　　・経営戦略（2020年ビジョン） 
　　　・経営計画（第12次中期経営計画） 
 
　　　　（経営理念） 
　　　　http://www.keihin-corp.co.jp/company/index.html 
　　　　（経営戦略・経営計画） 
　　　　http://www.keihin-corp.co.jp/ir/account/ 
　　　　※経営計画は、2013年度プレゼンテーション資料（2013年度決算説明会）をご参照ください。 
 
（ii）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
　本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。 
 
（iii）取締役の報酬等を決定するに当たっての方針・手続 
　当社は取締役の報酬等について、経営環境、業績、役割および実績等を勘案して、適切な水準とすることを方針としております。 



　取締役の基本報酬については、経営環境、業績および各人の役割等を考慮し、賞与については、経営環境、当年度の業績および各人の実績等
を勘案します。その基本報酬と賞与について経営会議等で審議し、社外取締役の意見も参考にした上で取締役会で決定します。取締役は、株主
と利害を共有し会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の促進をねらいとして、報酬のうち一定額を役員持株会に拠出、自社株を取得す
るとともに、在任期間中継続して保有することとしております。 
 
（iv）取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針・手続 
　取締役会は、15名以内で持続的な成長と中長期の企業価値の向上を図るために最適な構成となるよう個々の取締役候補者案を経営会議等で
審議し、社外取締役の意見も参考にした上で決定します。 
　その具体的な方針は、自動車産業における豊富な経験を有する社内取締役に加え、中立的・客観的な立場で豊富な経験と高い見識を有する独
立社外取締役を置き、多様な見識と経験のバランスがとれた経営判断および監督を行える実効性の高い体制としております。  
　監査役会は４名以内で、自動車産業における豊富な経験を有する常勤監査役と、豊富な経験と高い見識を有し、広範かつ専門的な視野をもつ
社外監査役とが、独立公正な立場で、監査役会を構成し、業務執行に対する監督・監査を行います。 
　監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定しております。 
 
（v）取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明 
　当社ウェブサイトに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。 
　　http://www.keihin-corp.co.jp/ir/guide.html 
 
【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲の概要 
　取締役会は、実効性と透明性を高めるため社外取締役を置いた上で、法令または定款で定められた事項のほか、取締役会規程に定める経営
の基本方針その他経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。 
　また、それ以外の事項については、取締役会から委譲された権限の範囲内での経営の重要事項について審議する経営会議を置くほか、代表取
締役、各領域を担当する業務執行取締役または執行役員にその決定を委任しております。 
 
【補充原則4-8】独立社外取締役の2名以上の選任 
　取締役11名のうち2名が社外取締役であり、いずれも独立役員として東京証券取引所に届け出ている独立社外取締役です。 
 
【補充原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準および資質 
　当社は、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としております。 
　これに加え独立社外取締役候補者の選定にあたり、豊富な経験と高い見識に基づいて取締役会での中立的・客観的な経営判断および監督へ
の貢献が期待できる方を選定しております。 
 
【補充原則4-11-1】取締役会の構成についての考え方 
　上記【原則3-1】（iv）（取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針・手続）をご参照ください。 
 
【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼任状況 
　当社ウェブサイトに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。 
　　http://www.keihin-corp.co.jp/ir/guide.html 
 
【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要 
　取締役会の実効性についての分析、評価を行った結果、会議資料を事前配布する等の工夫により、取締役会全体として、引き続き議論の活性
化が図られていると評価しております。 
 
【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針 
　当社は、取締役・監査役および執行役員への就任時、その役割と責務を適切に果たすために必要な知識の習得の機会を提供しており、就任後
もその知識の更新・研鑽の機会を継続的に提供しています。 
　また、定期的にグローバルな経営課題について集中論議の場を設定しています。 
　なお、社外役員に対しては就任時に、その役割と責務を適切に果たすために必要な会社の事業・財務・組織等に関する知識の取得や現場視察
の機会も提供しております。 
 
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針 
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上には、株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまに、当社への適切な理解を
得るべく、迅速、正確かつ公平な情報開示を行うほか、株主・投資家との対話に関し、次の取組みにより充実をはかります。 
　(1)当社は、株主・投資家との対話のための活動全般を統括する担当役員を置き、対話を補助するＩＲ担当部門が中心となり関係部門間での情 
　　 報共有を確実に行うなど有機的な連携を行います。 
　(2)法定等による情報の開示はもとより、その他投資判断に影響を与えると思われるＣＳＲ等の非財務情報や当社への理解を深めていただく製 
　　 品等の情報についての開示に努めるほか、決算説明会・事業説明会・工場見学会などの対話の機会を設け、各種資料は当社ウェブサイトに 
　　 公開します。 
　(3)対話において把握された株主の意見は、経営陣に対し、定期的にフィードバックを行います。 
　(4)対話にあたっては、社内規程の定めに従い、インサイダー情報の取扱い管理を適切に行います。 

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

本田技研工業株式会社 30,581,115 41.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,444,400 4.66

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,938,961 2.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,328,000 1.79

ジェーピー モルガン チェース バンク ３８５６３２ 1,261,300 1.70

ケーヒン取引先持株会 1,013,200 1.37



ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー　５０５１０３ 917,953 1.24

ザ バンク オブ ニューヨーク　１３３５２２ 915,347 1.24

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 909,660 1.23

ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー ５
０５００２

887,500 1.20

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

――― 

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

――― 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

――― 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

水野　太郎 他の会社の出身者 △

若林　茂雄 弁護士

※　会社との関係についての選択項目 
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

水野　太郎 ○

2010年まで富士通株式会社に在籍してお
りました。同社は当社と社内システム等に
関して取引がありますが、その取引の規
模、性質等に照らして、株主・投資家の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断し
ております。

　自動車関連部門における実務経験と企業経
営者としての経験から培われた高い見識を有
し、当社の取締役に適任なため選任しておりま
す。なお、同氏と当社とは特別の利害関係はな
く、大株主企業および主要な取引先の出身者
等ではないことから、独立性が高く 、一般株主
と利益相反が生じるおそれがない独立役員とし
て選任しております。

若林　茂雄 ○ ―――

　国内および海外における弁護士としての企業
法務の経験や専門的な知識を有し、当社の取
締役に適任なため選任しております。なお、同
氏と当社とは特別の利害関係はなく、大株主
企業および主要な取引先の出身者等ではない
ことから、独立性が高く 、一般株主と利益相反
が生じるおそれがない独立役員として選任して
おります。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社の内部監査として、各組織の業務執行の監査および財務報告に係る内部統制監査については監査室７名が、それぞれ監査役３名（うち社
外監査役２名）と相互に連携を取りながら効果的に当社および子会社の監査を実施しています。 
　また、監査法人は、監査役に会計監査および財務報告に係る内部統制監査の計画、監査の状況および結果を報告し意見交換を行っているほ
か、監査室と財務報告に係る内部統制監査の計画、監査の状況および結果について、協議を行っております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松井　勝之 他の会社の出身者

成田　康彦 弁護士

※　会社との関係についての選択項目 
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松井　勝之 　 ―――

　国内および海外における自動車業界の経験
と経理および経理関連部門での豊富な経験と
幅広い見識を有し、当社の監査役に適任なた
め選任しております。なお、同氏と当社とは特
別の利害関係はありません。

成田　康彦 ○ ――― 　弁護士としての専門的な見識と他社における
社外監査役の経験を有し、その経験と高い見
識を活かし中立的・客観的な視点から当社の
監査を行うなど社外監査役として職務を適切に
遂行できると判断し、選任しております。 
　なお、同氏と当社とは特別の利害関係はな
く、大株主企業および主要な取引先の出身者
等ではないことから、独立性が高く 、一般株主



と利益相反が生じるおそれがない独立役員とし
て選任しております。 

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

――― 

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役の賞与については、経営環境、当年度の業績を勘案して、取締役会の承認により、各人の実績等を考慮して支給を決定しており
ます。 

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

――― 

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2015年度 　 取締役報酬等の総額 （社外取締役を除く）　　　：　 13名　　257百万円 
　　 　 　　　　監査役報酬等の総額 （社外監査役を除く）　　　：　 　2名　　 24百万円 
　　 　 　　　　社外役員報酬等の総額　　　　　　　　　　　　　　 ：　 　5名　　 40百万円 
 
１．記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 
２．報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 
３．株主総会決議に基づく報酬限度額は、取締役については年額450百万円以内（使用人分給与は含まない）、 
　　監査役については年額70百万円以内であります。（第72回定時株主総会決議） 
４．人数および報酬等の総額には、第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役４名および監査役２名を含めております。 
５．報酬等の総額には、当事業年度中に支給された基本報酬280百万円（取締役216百万円、監査役24百万円、社外役員40百万円）を含めて 
　　おります。 
６．報酬等の総額には、当事業年度における取締役賞与引当額41百万円を含めております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は取締役および監査役の報酬等について、経営環境、業績、役割および実績等を勘案して、適切な水準とすることを方針としております。 
・取締役の基本報酬については、経営環境、業績および各人の役割等を考慮して取締役会の承認により支給を決定しております。また、監査役 
　の基本報酬は、経営環境および各人の役割等を考慮して監査役の協議により支給を決定しております。 
・取締役の賞与については、経営環境、当年度の業績を勘案して、取締役会の承認により、各人の実績等を考慮して支給を決定しております。 
・取締役および常勤監査役の全員が、報酬のうち一定額を役員持株会に拠出し、自社株を取得するとともに、在任期間中継続して保有することと 
　しております。 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

監査役の職務を補助する監査役室を設置し、専任スタッフが監査役（社外監査役を含む）の監査活動をサポートしております。 
なお、社外取締役および社外監査役に対し、取締役会関係文書や資料など定期的に情報提供を行っております。 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）



＜取締役会＞ 
　取締役会は、社外取締役２名を含む取締役11名で構成され、法定の事項および重要な業務執行に関する決定を行うほか、業務執行の監督を
行っております。また、当社においては執行役員制度の導入により、経営の監督と執行の役割を分化し、取締役会の機動性の向上を図っておりま
す。 
＜監査役会＞ 
　監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、方法および業務の分担等に従い、取
締役会への出席と意見の陳述、業務・財産の状況の調査等を通じて取締役の業務執行の監査を行っております。 
＜役員候補者の決定＞ 
　取締役の候補者は、取締役会の決議によって決定しております。監査役の候補者は、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によって決定し
ております。 
＜業務執行体制＞ 
　グローバルな事業拡大や経営環境の変化に対応するため役員体制の強化を目的として執行役員制度を導入し、取締役会は、経営の意思決
定・監督機能に特化し、機動性を向上させております。組織体制においては、ケーヒンフィロソフィーに立脚し、地域・事業・機能別に本部を設置
し、そのもとに子会社を置いております。主要な組織および子会社には当社の役員を配置するなど、効果・効率の高い体制を構築しております。こ
れらの体制のもと、当社グループにおける業務執行にあたっては、当社グループの中期経営計画および年度事業計画を策定するほか、当社の取
締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議する経営会議や役員が出席する会議体で課題を審議するなど、迅速かつ
適切な業務執行を行っております。 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、世界中で働くケーヒングループの仲間一人ひとりが主体者として「ケーヒンフィロソフィー」と「わたしたちの行動宣言」を十分理解したうえ
で、物事を判断し、行動していくことによってステークホルダーからの信頼をより確かなものにするよう取り組んでおります。 
　当社では、自動車産業における豊富な経験を有する社内取締役に加え、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督
を行う社外取締役で構成される取締役会をはじめ、経営会議等重要な会議体において、取締役が頻繁に意見交換を行って相互牽制を図っており
ます。 
　さらに、社外監査役２名を含む３名の監査役にて構成される監査役会を設置しており、監査役は、豊富な経験と高い見識を有し、広範かつ専門
的な視野をもって、独立公正な立場で、業務執行に対する監督・監査を行っております。 
　これらの体制により、経営の妥当性・適法性等の監視体制は十分に機能していると考えております。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 手続きや株主様の利便性等を考慮して開催日を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
インターネットによる議決権行使を採用しており、パソコン、スマートフォンおよび携帯電話によ
る行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の英訳を作成し、当社ウェブサイト、議決権行使プラットフォームおよび東京証券取
引所ウェブサイトに掲載しております。

その他
招集通知を発送日の1週間前に、当社ウェブサイトに掲載しているとともに、議決権行使結果を
ウェブサイトに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会年2回、事業説明会または工場見学会年1回 あり

IR資料のホームページ掲載
決算説明会資料、決算短信、決算短信補足資料、アニュアルレポート、 
ケーヒンレポート、有価証券報告書・四半期報告書等の各種会社情報を 
掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社は「ケーヒンフィロソフィー」の中で、「人間尊重」と「5つの喜び」を基本理念としており、「5つ 
の喜び」のなかでステークホルダーとの関わりを述べております。また、ステークホルダーから 
の信頼をより確かなものとするため、当社グループで働く一人ひとりが共有する行動指針として 
「わたしたちの行動宣言」を発行しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、「環境・安心そしてそれを支える人」を中心としたグローバルでのＣＳＲ（企業の社会的
責任）活動の充実により、社会、お客様、取引先様、株主様と私たちが喜びを分かち合い、共感
と信頼をさらに得られるように引き続き取り組んでまいります。 
 
＜具体的な取り組み＞ 
国内では、事業所近隣や河川などの清掃活動を行ったほか、植林活動を行いました。また、事 
業所近隣の小学生へ環境活動などを紹介する環境出前学習や、地元の学校からの工場見学 
の受け入れなども行いました。 
海外では、事業所近隣の清掃活動や植林活動をはじめ、地元小学校を訪問し環境の大切さを 
伝える活動などを行いました。 
なお、環境活動への取組みは、環境報告書にて詳しく記載しております。 
ＵＲＬ：http://www.keihin-corp.co.jp/activity/environment_report.html

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまに、当社への理解および適 
切な評価を得るべく、迅速、正確かつ公平な情報の開示に努めております。 
情報の開示にあたっては、金融商品取引法および東京証券取引所が定める「有価証券上場規 
程」等に該当する情報の開示はもとより、その他投資判断に影響を与えると思われる情報や当 
社への理解を深めていただく情報についても開示し、ステークホルダーのみなさまから信頼を 
得るよう努めてまいります。 



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社ならびに当社および当社子会社からなる企業集団
（以下「当社グループ」という。）の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議した内容は次のとおりであります。 
1．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
　コンプライアンス規程を制定し、当社グループにおけるコンプライアンスに関する取組みを推進するコンプライアンスオフィサーとして取締役また
は執行役員（以下「役員」という。）を任命する。企業倫理に関する問題について当社グループ内や当社の取引先から提案を受け付ける「企業倫理
改善提案窓口」を設置する。また、法務機能・管理機能を統合し、グローバル法務連絡会を通じて、事業基盤強化へのサポート力を高めるなど、コ
ンプライアンスに起因するリスクを含めた、コンプライアンス体制の整備を行う。 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
　取締役の職務の執行に係る情報として、取締役会議事録、経営会議資料および議事録、稟議書等の書類について「文書管理規程」に基づき、
保存および管理を行う。 
３．損失の危険の管理に関する規程、その他の体制 
　リスク管理規程を制定し、当社グループにおけるリスクマネジメントに関する取組みを推進するリスクマネジメントオフィサーとして役員を任命す
る。当社グループのリスク管理を統括管理する専任部署や全社リスク連絡会の設置により、各々のリスクに対する未然防止に努めるほか、大規
模災害などに対する迅速な危機対応を整備するなどリスク管理体制の整備を図る。 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
　グローバルな事業拡大や経営環境の変化に対応するため、役員体制の強化を目的として執行役員制度を導入し、取締役会は、経営の意思決
定・監督機能に特化し、機動性を向上させる。組織体制においては、ケーヒンフィロソフィーに立脚し、地域・事業・機能別に本部を設置し、そのもと
に子会社を置く。主要な組織および子会社には当社の役員を配置するなど、効果・効率の高い体制を構築する。これらの体制のもと、当社グルー
プにおける業務執行にあたっては、当社グループの中期経営計画および年度事業計画を策定するほか、当社の取締役会から委譲された権限の
範囲内で、経営の重要事項について審議する経営会議や役員が出席する会議体で課題を審議するなど、迅速かつ適切な業務執行を行う。 
５．当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社へ
の報告に関する体制を含む） 
　当社グループにおいて共有する行動指針として「わたしたちの行動宣言」を制定するほか、コンプライアンス、リスクマネジメントなどへの取組み
状況について、各組織および子会社毎にチェックリストに基づく検証を行い、その結果を当社の取締役会に報告することにより、取組みの改善を
図る。また、独立した内部監査部門である当社の監査室が、当社グループの業務遂行状況について監査を実施する。 
　原則として子会社には当社の役員や従業員を役員として派遣するとともに、重要事項に関しては当社の事前承認または当社への報告を行う。 
６．監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性および
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
　監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、専任の使用人を配置する。当該使用人は、監査役の指揮命令に従うものとし、当該使用人に
対する人事異動・人事評価・懲戒処分等については監査役の同意を得て行う。 
７．取締役および使用人等が監査役に報告するための体制およびその他の監査役への報告に関する体制ならびに監査役へ報告した者が当該報
告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
　「監査役への報告基準」を制定し、これに基づき、当社グループの役員および従業員（これらの者から報告を受けた者を含む。）は、当社の監査
役に対して、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備および状況等につ
いて報告する。また、監査役へ報告をしたこれらの者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。 
８．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
　内部監査部門との連携、代表取締役との意見交換、重要な会議への出席および議事録の閲覧等、監査役監査が実効的に行える体制を確保す
る。 
９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い、または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項 
　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執
行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
　　反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関等と連携をとり、毅然とした対応をいたし 
　ます。 
□反社会的勢力排除に向けた整備状況　 
　　反社会的勢力排除に向けた体制としては、各拠点総務部門を対応部署とし、事案により各総務部門で連携して、警察や弁護士等の外部専門 
　機関と協力し解決できる体制を構築しております。また、平素より警察等の行政機関や各種研修への参加等による情報収集を行い、被害の未　 
　然防止に努めております。 



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

――― 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

<適時開示に対する基本的な考え方> 
　当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまに、当社への理解および適切な評価を得るべく、迅速、正確かつ公平な情報　 
の開示に努めております。 
　情報の開示にあたっては、金融商品取引法および東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」等に該当する情報の開示はもとより、その他 
投資判断に影響を与えると思われる情報や当社への理解を深めていただく情報についても開示し、ステークホルダーのみなさまから信頼を得る 
よう努めてまいります。 
 
<適時開示に係る社内体制> 
　当社グループにおける重要情報（決算情報、決定情報、発生情報等）およびその他重要情報と考えられる情報は、情報取扱責任者（総務部長） 
にすべて集約されます。情報取扱責任者は、担当役員および関連部門と開示すべき情報に該当するか否かの協議・検討を行った上、取締役会 
決議等の社内規定に沿った開示手続きを経て、開示する体制をとっております。 




